
鳥取市結核予防費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規

則」という。）第３条第２項に基づき、鳥取市結核予防費補助金（以下「本補助金」とい

う。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０

年法律第１１４号。以下「法」という。）第６０条の規定に基づき、定期の健康診断の実

施を支援し、もって結核の罹患率の減少を図ることを目的として交付する。 

（補助対象者） 

第３条 本補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、法第６０条の

規定に基づき法第５８条の３に掲げる費用を支弁する鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町及

び八頭町内に所在する私立学校及び民間社会福祉施設等の設置者とする。 

（補助対象事業） 

第４条 本補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、法第５８条の３

に規定する学校又は施設の長が行う定期の健康診断とする。 

（補助対象経費） 

第５条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象

事業に要する経費のうち、報酬、職員手当（特殊勤務手当）、賃金、報償費、旅費、需用

費（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料及び医薬材料費）、役務

費（通信運搬費、広告料、手数料及び損害保険料）、委託金、使用料及び賃借料、工事請

負費、備品購入費並びに公課費とする。ただし、仕入控除税額（補助対象経費に含まれる

消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規

定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以

下同じ。）を除く。 

（補助金の算定） 

第６条 本補助金は、補助対象経費の額（当該経費の総額から補助対象事業の実施に伴う収

入（本補助金を除く。）の額を控除した額と、当該事業の実施内容に応じ次の表に定める

額に当該検査を受けた者の延べ人数を乗じて得た金額の合計額のいずれか少ない額を限

度とする。）に３分の２を乗じて得た額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。 

 

実 施 内 容 単 価 

医療機関にお

いて行う検査 

レンズカメラによる間接撮影 ４５４円 

７０ミリミラーカメラによる間接撮影 ４７８円 

１００ミリミラーカメラによる間接撮影 ５０６円 



直接撮影 １，８２１円 

精密検査 ８，０２０円（直接撮影省略

時にあっては、６，５２１円） 

（補助金の交付申請） 

第７条 本補助金の交付に係る事業は、規則第１１条の２に規定する市長が別に定める場

合とし、規則第４条に規定する申請及び第１１条に規定する請求に関する手続を併合す

るものとする。この場合において、本補助金の請求は、本補助金の交付決定がされた場合

に、当該交付決定日になされたものとみなす。 

２ 前項の申請は、市長が別に定める日までに行わなければならない。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、鳥取市結核予防費

補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次の書類を添付して提出しなければならない。 

 (1) 事業報告書（様式第１―１号） 

 (2) 収支決算書（様式第１―２号） 

 (3) 事業の経過又は成果を証する書類 

 (4) その他市長が必要と認める書類の写し 

４ 申請者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が５パーセントを超え

ている公益法人等（消費税法別表第３に掲げる法人及び同法第２条第１項第７号に規定

する人格のない社団等）であるとき、又は交付申請に当たり仕入控除税額が明らかでない

ときは、第５条ただし書の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額をも

って算定した本補助金の額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申

請をすることができる。 

５ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、第５条ただし書の規定にかかわらず、

仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕

入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場

合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応す

る額を減額するものとする。 

６ 本補助金の交付を受ける者は、交付決定の後に、申告により仕入控除税額が確定した場

合、様式第２号により速やかに市長に報告しなければならない。なお、その額が交付決定

額に係る仕入控除税額を超えるときは、市長の返還命令を受けて、当該超える額に対応す

る額を市に返還しなければならない。 

（交付決定の時期等） 

第８条 本補助金の交付決定は、当該交付申請を受けた日から起算して１４日が経過する

日までの間に行うものとする。 

（着手届等を要しない場合） 

第９条 本補助金の交付に係る事業は、規則第１０条第１項第３号のその他市長が別に定

める場合とし、同項に規定する着手届の提出は要しないものとする。 

２ 本補助金の交付に係る事業は、規則第１２条第１項ただし書に規定する補助事業とし、

同条に定める補助事業等実績報告書の提出は要しないものとする。 



（財産の処分期限） 

第１０条 規則第１６条ただし書の期間は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した

財産の処分制限期間（平成２０年厚生労働省告示第３８４号）に定める期間とする。 

２ 規則第１６条第５号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして市長が別に定

めるもの 

３ 第８条の規定は、規則第１６条の承認について準用する。 

 （適用区分） 

第１１条 本補助金は、毎年度４月１日から翌年３月３１日までに実施される補助事業に

適用する。 

（雑則） 

第１２条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は

健康こども部長が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年９月７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年６月１８日から施行し、令和元年度の補助事業から適用とする。 

附 則 

この要綱は、令和２年８月１０日から施行し、令和２年度の補助事業から適用とする。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度の補助事業から適用とする。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度の補助事業から適用とする。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年６月１７日から施行し、令和７年度の補助事業から適用とする。 

附 則 

この要綱は、令和８年５月２５日から施行し、令和８年度の補助事業から適用とする。 



様式第１号（第７条関係） 

 

年   月   日 

 

鳥取市長 様 

 

申請人 住 所 

                    氏 名                              印 

（自署の場合は押印不要） 

 

鳥取市結核予防費補助金交付申請書兼請求書 

 

 鳥取市結核予防費補助金の交付を受けたいので、下記のとおり、鳥取市補助金等交付規則第４条の規

定により申請します。なお、交付決定後は、下記交付決定額を請求します。 

 

１ 補助事業等の名称      

鳥取市結核予防費補助金 

 

２ 補助事業等の実施場所 

    

  

３ 補助事業等の実施期間     

      年  月  日から    年  月  日 

 

４ 補助事業の実施方法      

   

 

５ 交付を受けようとする補助金等の額   

          円 

 

６ 消費税の取扱い（※いずれか該当するものを選択してください。） 

□ 一般課税事業者 

□ 簡易課税事業者 

□ 免税事業者 

□ 特定収入割合が５パーセントを超えている公益法人 

□ 仕入控除税額が明らかでない一般課税事業者 

 

７ 添付書類 

 （１）事業報告書（様式第１―１号） 

 （２）収支決算書（様式第１―２号） 

 （３）事業の経過又は成果を証する書類 

 （４）その他市長が必要と認める書類の写し 

 

市役所記入欄 
交付決定年月日 

（請求年月日） 
年  月  日 交付決定額 円 

 

  



様式第１―１号 

年度結核予防事業報告書 

 

１ 補助金所要額 
（Ａ） 

費用総額 

（Ｂ） 

収入額 

（Ｃ） 

差引額 

（Ａ）－（Ｂ） 

（Ｄ） 

補助対象経費 

の支出額 

（Ｅ） 

限度額 

（Ｆ） 

算定基準額 

（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）のいず

れか少ない額 

（Ｇ） 

市補助金 

所要額 

（Ｆ）×2/3 

       

（注）市補助金所要額に１円未満の端数を生ずる場合はこれを切り捨てること 

 

２ 補助事業実施実績及び所要額 

 
対象 

人員 

受診 

人員 

受診率 

（％） 

健康診断 

間接撮影等 精密検査 合計金額 

レンズ 

カメラ 

70 ㎜ 

ﾐﾗｰｶﾒﾗ 

100 ㎜ 

ﾐﾗｰｶﾒﾗ 

直接 

撮影 
通常 直接撮影省略 

 

医療機関 医療機関 医療機関 医療機関 保健所 医療機関 保健所 医療機関  

65 歳以上入所者 
            

19 歳以上学生・生徒 
            

高校生 
            

計（人） 
            

支出額（円） 
            

限度額（円） 
            

 

３ 所要額明細（備品購入費） 

品  目 
支出予定額 

備  考 
数量 単  価 金  額 

     

（注）１ 本事業により５万円以上の備品を購入した場合に記入すること。 

   ２ 「備考」欄に、品目の必要理由を記載のこと。 

 

４ 他の補助金の活用の有無 

活用の有無 有   無 

※「有」、「無」のいずれかに○をし、「有」の場合は、下欄についても記入すること。 

 

活用する補助金名  

事業内容  

当該補助金の所管部署（団体）名  

所管部署（団体）連絡先  （           ）          - 

 



様式第１―２号 

    年度結核予防事業収支決算書 

 

（歳入）                                （単位：円） 

区 分 決 算 額 備  考 

 

 

  

   

 

 

  

計   

 

 

 

（歳出）                                （単位：円） 

区 分 決 算 額 うち対象経費 備  考 

    

    

 

 

   

計    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第７条関係） 

 

  年  月  日 

鳥取市長 様 

 

住 所 

氏 名             印 

（自署の場合は押印不要） 

 

  年度仕入に係る消費税等相当額報告書 

 

  年  月  日付鳥取市指令第   号で交付決定のあった鳥取市結核予防費補助金について、鳥

取市結核予防費補助金交付要綱第７条第６項の規定に基づき、報告します。 

 

記 

 

１ 鳥取市補助金等交付規則第１２条の２に基づく確定額    金         円 

  （  年  月  日付鳥取市指令第   号による交付決定通知額） 

２ 消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

                              金         円 

３ 補助金の交付申請時に減額した仕入控除税額        金         円 

  

４ 補助金返還額（２から３の額を差し引いた額）       金         円 

 

５ 仕入控除税額がない場合はその理由（選択または記入すること。） 

□ 課税期間に係る基準期間における課税売上高が 1,000万円以下であり、適格請求書発行事業者に

登録しておらず、消費税の納税義務がない。 

□ 簡易課税方式により申告したため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。 

□ ２割特例方式（適格請求書発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置）により申告し

たため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。 

□ 公益法人等であり、特定収入割合が５％を超えるため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕

入控除税額がない。 

□ その他（                                    ） 

 

６ 添付書類 （１）鳥取市結核予防費補助金交付決定通知書の写し 

       （２）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算方法や積算内訳を記載した書類 

       （３）その他、鳥取市長が必要と認める書類 


